
【資料１－３】

（１）都市計画法第２９条の開発行為許可、第３５条の２の変更許可申請
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規則（別記様
式第二）

申請者の押印不
要

○ ○ ○ ○ - - - -
・法第３０条
・規則第１６条第１項

市細則（第７
号様式）

- - - - ○ ○ ○ ○ ・市細則第４条

・設計の方針

・開発区域（開発区域を工区に
分けた場合は、開発区域及び
工区）内の土地の状況

・土地利用計画

・公共施設の整備計画（公共
施設の管理者となるべき者及
び公共施設の用に供する土地
の帰属に関する事項を含む。）

・開発区域の位置

・主要道路、主要交通機関の
名称及びそれからの経路

・排水先の河川への系路

・学校、その他目標となる地物
及び方位

・方位

・地形 1/2,500

・開発区域の区域（境界赤枠）
(1/3,000)以

上
○ ○ ○ × ○ ○ ○ ×

・行政区域界、町又は字界、都
市計画区域界

　

・土地の地番及び形状

・方位

・開発区域の境界（赤枠）

・標高差を示す等高線

・植生区分

・建築物及び既存擁壁等の工
作物の位置及び形状

1/2,500 ・法第３０条第１項第３号

・開発区域内及び開発区域周
辺の道路、公園、緑地、広場、
河川、道路、取水施設その他
公共施設並びに官公署、文教
施設その他公益施設の位置及
び形状

(1/3,000)以
上

○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ・規則第１６条第２項、第４項

・令第２８条の２第１号に規定す
る樹木及び樹木集団の位置

・令第２８条の２第２号に規定す
る切土又は盛土を行う部分の
表土の位置

・開発区域の境界（赤枠）

・土地の地番及び形状

              開発許可等の申請に必要な図書

図書の名称 明示すべき事項 縮尺（様式） 備考

新規許可申請書 変更許可申請書

根拠法令

正本

副本

正本

副本

開 発 行 為
許 可 申 請 書

開 発 行 為
変 更 許 可
申 請 書

設 計 説 明 書 × ○ ○ × × ○ ○ ×
・法第３０条第１項第３号
・規則第１６条第２項、第３項
・市細則第２条第２項

市細則（第３
号様式）

開 発 区 域
位 置 図

1/50,000以
上

地形図であること。 ○ ○
・法第３０条第２項
・規則第１７条第１項第１号
・同条第２項

開 発 区 域
区 域 図

・法第３０条第２項
・規則第１７条第１項第２号
・同条第３項

現 況 図

1 等高線は、2mの
標高差を示すもの
であること。

2 樹木若しくは樹
木の集団又は表
土の状況にあって
は、規模が１ha以
上の開発行為に
ついて記載するこ
と。

○ × × × × ×

○ ○ ○ × ・市細則第２条第１項第１号
土地の公図（字絵図）
の 写 し

法務局発行の原
本(3ヶ月以内)

○ ○ ○ ×
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・方位及び開発区域の境界

・既存、新設の公共施設の位
置及び対照番号

　

・色別は次のとおり 1/500以上 × ○ ○ × × ○ ○ ×

　　　（新設）（既存）（廃止）

道路　　茶　　　赤　　　黄

水路　　緑　　　青　　　空

・方位、開発区域の境界及び
工区界

・公園、緑地、広場の位置、形
状、面積、出入口及びさく又は
へいの位置

・開発区域内外の道路の位
置、形状及び幅員

・排水施設の位置、形状及び
水の流れの方向

・都市計画施設又は地区計画
に定められた施設の位置、形
状及び名称

・消防水利の位置及び形状

・遊水池（調整池）の位置及び
形状（多目的利用の場合に
あっては、専用部分と多目的
利用部分の区分）

1/1,000以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・法第３０条第１項第３号
・規則第１６条第２項、第４項

・河川その他の公共施設の位
置及び形状

・予定建築物の敷地の形状及
び面積

・敷地に係る予定建築物の用
途

・公益的施設の位置、形状、名
称及び面積

・樹木又は樹木の集団の位置

・緩衝帯の位置、形状及び幅員

・のり面（がけを含む）の位置及
び形状

・擁壁の位置及び種類

・方位、開発区域の境界及び
工区界

・切土又は盛土をする土地の
部分（色別は切土＝茶色、盛
土＝緑色）(敷地面積500㎡超
の場合30㎝厚を超える範囲は
濃淡をつけて面積を記載)

・擁壁の位置、種類及び高さ ・法第３０条第１項第３号

・のり面（がけを含む）の位置及
び形状

1/1,000以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・規則第１６条第２項、第４項

・道路の中心線、延長、幅員、
勾配及び交差点の計画高

・遊水池（調整池）の位置及び
形状

・予定建築物等の敷地の形状
及び計画高

・開発区域の境界

・切土又は盛土をする前後の
地盤面（色別は切土＝茶色、
盛土＝緑色）(敷地面積500㎡
超の場合30㎝厚を超える範囲
は濃淡をつける)

1/1,000以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・擁壁、がけの位置

・計画地盤高

実 測 図 に
基 づ く
公共施設の新旧対照

図

既存公共施設があ
る場合に限る。

・市細則第２条第２項

土 地 利 用
計 画 図

盛土規制法のみな
し許可対象又は対
象外である旨を記

載すること。

造 成 計 画
平 面 図

1 小規模開発の場
合は、土地利用計
画図と合わせ図示

してもよい。

2 切土又は盛土を
する土地の部分で
表土の復元等の
措置を講ずるもの
があるときは、その
部分を図示するこ

と。

３　開発完了検査
時のものとする。

４　盛土規制法の
みなし許可対象又
は対象外である旨
を記載すること。

造 成 計 画 断 面 図
・法第３０条第１項第３号
・規則第１６条第２項、第４項

高低差の著しい箇
所について作成す
ること。
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・開発区域の境界

・遊水池（調整池）の位置及び
形状

・都市計画施設に定められた
排水施設の位置、形状及び名
称

・道路側溝その他の排水施設
の位置、形状及び種類

・法第３０条第１項第３号

・配水管の勾配及び管径

・人孔の位置及び人孔間距離 1/500以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・水の流れの方向

・吐口の位置

・放流先河川又は水路の名
称、位置及び形状

・予定建築物等の敷地の形状
及び計画高

・道路、公園その他の公共施
設の敷地の計画高

・のり面（がけを含む）又は擁壁
の位置及び形状

・開発区域の境界

・給水施設の位置、形状、内の
り寸法 1/500以上 × ○ ○ ○ × ○ ○ ○

・取水方法

・消火栓の位置

・がけの高さ、勾配及び土質
（土質の種類が２以上であると
きは、それぞれの土質及びそ
の地質の厚さ）

・切土又は盛土をする前の地
盤面

1/50以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・小段の位置及び幅

・石張、芝張、モルタルの吹付
等のがけ面の保護の方法

・擁壁の寸法及び勾配

・擁壁の材料の種類及び寸法

・裏込めコンクリートの寸法

・透水層の位置及び寸法 1/50以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・擁壁を設置する前後の地盤面

・基礎地盤の土質

・基礎ぐいの位置、材料及び寸
法

（法第３２条に規定する同意を
得たことを証する書面）

○ ○ ○
○
(写)

○ ○ ○
○
(写)

・法第３０条第２項

（法第３２条に規定する協議の
経過を示す書面）

× ○ ○
○
(写)

× ○ ○
○
(写)

・法第３０条第２項

市細則（第４
号様式）

○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ・市細則第２条第３項

排 水 施 設
計 画
平 面 図

・規則第１６条第２項、第４項

給 水 施 設
計 画
平 面 図

小規模開発の場
合は、排水施設計
画平面図に合わ
せて図示してもよ
い。

・法第３０条第１項第３号
・規則第１６条第２項、第４項

公 共 施 設 の 管 理 者
の 同 意 書

公 共 施 設 の 管 理 者
等 と の
協 議 書

開 発 行 為
施 行 に
関 す る
同 意 状 況
調 査 書

が け の
断 面 図

1 切土をした土地
の部分に生ずる高

さ2mを超えるが
け、盛土をした土
地の部分に生ずる
高さが1mを超える
がけ又は切土と盛
土を同時にした土
地の部分に生ずる
高さが2mを超える
がけについて作成

すること。

2 擁壁でおおわれ
るがけ面について
は、土質に関する
事項は、示すこと

を要しない。

・法第３０条第１項第３号
・規則第１６条第２項、第４項

擁 壁 の
断 面 図

・法第３０条第１項第３号
・規則第１６条第２項、第４項

原則として、構造
計算書を添付す
る。（高さが１m以
上の擁壁。ただ
し、練積造は除
く。）
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（法第３３条第１項第１４号に規
定する施行の妨げとなる権利
を有する者の同意を得たことを
証する書面）

原則として使用印
は実印とし、印鑑
証明書を添付する
こと。

○ ○ ○ × ○ ○ ○ ×
・法第３０条第２項
・規則第１７条第１項第３号

法務局発行の原
本(3ヶ月以内)

○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ・市細則第２条第１項第１号

収支計画、年度別資金計画

添付資料ー融資証明書、預金
残高証明書等の裏付け資料

× ○ ○ × × × × ×

添付書類

・法人の登記簿謄本（個人の場
合は住民票抄本）

・直前３年の各事業年度におけ
る法人税（個人申請の場合は
所得税）の納税証明書

市細則（第１
号様式）

× ○ ○ × × × × ×

・暴力団等に該当しない旨の
誓約書(押印または自署)

・宅地建物取引業の免許証の
写し（分譲の場合）

添付書類

・法人の登記簿謄本（個人の場
合は住民票抄本）

市細則（第２
号様式）

× ○ ○ × × ○ ○ × ・市細則第２条第１項第３号

・建設業の許可証明書 ・同条同項第４号

添付書類 ・法第３２条第２項

・卒業証明書
・規則第１７条第１項第４号
・市細則第２条第１項第４号

・経歴証明書
・法第３１条
・規則第１９条

・市細則第２条第４項

A4厚紙に土地利用計画図の
み(表書きは不要)

市細則（第１7
号様式）

綴じ込まないこと。 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ・市細則第１4条第１項

従前の許可書の
写 し

- - - - ○ ○ ○ × ・市細則第２条第１項第４号

道 路
縦 断 図

・測点、勾配、計画高、地盤
高、単距離、追加距離、縦断
曲線、平面曲線

1/500以上 × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ・同上

・舗装の構成及び詳細

・雨水桝及び取付管の形状

・道路側溝の位置、形状及び
寸法 1/50以上 × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ・同上

・埋設管の位置

・道路幅員

・横断勾配

開 発 行 為
施 行 同 意 書

開発区域内の土地の
全 部 事 項 証 明 書

資 金 計 画 書

工事施行者の能力に
関 す る
申 告 書

1 工事施行者と
は、開発行為に関
する工事の請負人
又は請負契約によ
らないで自らその
工事を施工する者
をいう。

2 自己用外、自己
業務用で開発区
域の面積が１ha以
上及び盛土規制
法のみなし許可対
象の場合に添付
すること。

工事設計者の資格に
関 す る
調 査 書

開発区域の面積
が１ha以上及び
盛土規制法のみな
し許可対象の場合
に高さ5m 超の擁
壁を設置する場
合、30cm 超の切
土・盛土面積が
1,500m2 超の土地
に排水施設を設置
する場合に添付す
ること。

○

規則（別記様
式第三）

自己用外、自己業
務用で開発区域
の面積が１ha以上
及び盛土規制法
のみなし許可対象
の場合に添付する
こと。

・法第３０条第１項第５号
・規則第１５条第４号
・同第１６条第５項

申請者の資力及び信
用 に
関 す る
申 告 書

自己用外、自己業
務用で開発区域
の面積が１ha以上
及び盛土規制法

のみなし許可対象
の場合に添付する

こと。

・市細則第２条第１項第２号
・同条同項第４号

×
市細則（第５

号様式）

開 発 登 録 簿

そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
図
書

道　路
横断図

○ ○ × ○ ○ ○
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排 水
施 設
縦 断 図

・マンホール記号、マンホール
の種類、位置及び深さ、排水
渠勾配、マンホール間距離、
管径、土被り、計画地盤高、地
盤高、管底高

1/500以上

20ha以上は、別に
終末処理施設の
図書を添付するこ
と。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・同上

排 水
施 設
構 造 図

・構造詳細図（開渠、暗渠、落
差工、マンホール、雨水桝、吐
口、泥溜）

1/50以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・同上

・方位、等高線、計画道路の位
置、段切位置

・ヘドロ除去の位置及び深さ

・防災施設の位置、形状、寸法
及び名称 1/1,000以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・同上

・土砂流出防止（流土止め）計
画

・工事中の雨水排水経路

・防災措置の時期及び期間

防 災
施 設
構 造 図

1/100以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・同上

流 量
計 算 書

原則として、0.１ha
以上の場合に添
付すること。

○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ・同上

防 火 水 槽
構 造 図

1/50以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・同上

みなし許可の判定
チェックリスト
(宅地造成等工事
規 制 区 域 用 )

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・同上

住民への周知措置
を講じたことを証
す る 書 面

盛土規制法のみな
し許可対象の場合
に添付すること。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・同上

宅地造成又は特定
盛土等に関する工
事 の 概 要 書

盛土規制法のみな
し許可対象の場合
に添付すること。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・同上

委 任 状
申請の委任をした
場合に限る。(押印
または自署)

○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ・同上

開発行為施行同
意 書

（例）排水管を隣地に埋設する
場合、造成後さらに隣地に及
ぼす影響があると認められると
きの隣地土地所有者の同意

○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ・同上

念 書

（例）開発区域内の排水施設が
開発区域外の排水施設に有効
に接続できず、やむを得ず浸
透式溜枡で処理するとき

○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ・同上

・【資料１－６】法第３４条各号に
該当することを証する書類（市
街化調整区域内の開発に限
る）

・開発区域の実測図 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ・同上

・盛土又は切土をする区域
の実測図(敷地面積500㎡超
の場合30㎝厚を超える範囲)

・建築物の平面図

・建築物の立面図

・その他

注意 １　公共施設に関する同意書、協議書等該当するものがない場合は、添付する必要はありません。

２　設計図には、作成者の氏名が記名押印又は署名を記載すること。（規則第１６条第６項）

そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
図
書

防災工事計画平
面図

そ の 他
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（２）都市計画法第３６条の工事完了届
　

説明 縮尺（様式） 備考 正本 副本 根拠法令

開発行為に関する工事を完了したと
き

規則（別記様式
第四）

○ ×
法第３６条第１項
規則第２９条

　 　 ○ × 　

兼用可 1/1,000以上 ○ ×

確定測量図上に表示可 ○ ×

・開発区域の全景（開発区域界朱書）
及び構造物の位置、形状等がわかる
もの

・開発面積が５ha以上のものについて
は、原則として、航空写真とすること。

・本編第６章第１節１完了検査（１）に
よること。

・Ａ４版台紙に貼付すること。

○ ×

開発許可書、変更許可書の写し等 ○ ×

（３）都市計画法第３７条の建築制限解除承認申請 
説明 縮尺（様式） 備考 正本 副本 根拠法令

・建築物又は特定工作物を開発工事
中に建築又は建設しなければならな
い理由を具体的に詳しく記載するこ
と。（理由書として別紙可）

市規則（第１１
号様式）

○ ○ 市細則第８条

　 1/10,000以上 ○ × 市細則第８条第１号

・土地の地形、道路、排水施設等と建
築物等との関係を明示すること。

1/3,000以上 ○ × 市細則第８条第２号

・建築物の用途を明示すること。 1/200以上 ○ ○ 市細則第８条第３号

・特定工作物の用途を明示すること。 1/1,000以上 ○ ○ 同上

建築物又は特定工
作物を開発工事中
に建築又は建設し
なければならない理
由の説明図

（例示）工事中現況平面図、断面詳
細図

1/50以上 ○ ○ 市細則第８条第４号

許 可 書 の 写 し ・開発許可書、変更許可書の写し等 ○ × 同上

現 況 写 真 ・現況図の内容を把握できるもの ○ × 同上

図書の名称

工 事 完 了 届 出 書

造 成 確 定 平 面 図
確 定 測 量 図

土 地 利 用 計 画 図

公 共 施 設 表 示 図

○ ×完 成 写 真

現 況 平 面 図

建 築 物 の 平 面 図

特 定 工 作 物 の 平 面 図

そ
の
他
市
長
が
必
要
と

認
め
る
図
書

附 近 見 取 図

工 事 写 真

図書の名称

承 認 申 請 書

○

高さ２ｍを超える擁壁がある
場合は、建築基準法による
工 事 完 了 届 の 写 し

そ の 他 市 長 が 必 要 と
認 め る 書 類

×
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（４）都市計画法第３８条の開発行為に関する工事の廃止届 
説明 縮尺（様式） 備考 正本 副本 根拠法令

　
規則（別記様式
第八）

○ ○
法第３８条
規則第３２条

　 　 ○ ×
市細則第９条第１項
第１号

・廃止の時の土地の地形等を明示し
た平面図、横断図、縦断図

1/3,000以上 ○ ×
市細則第９条第１項
第２号

　 　 ○ ×
市細則第９条第１項
第３号

　 　
工事の途中におい
て廃止する場合

○ ○
市細則第９条第１項
第４号

・現況図の内容を把握できるもの 　 ○ ×
市細則第９条第１項
第２号

そ
の
他
市
長
が

必
要
と

認
め
る
図
書

許 可 書 の 写 し ・開発許可書、変更許可書の写し等 ○ × 　

（５）都市計画法第４１条の建築物の建ぺい率等についての特例許可申請 
説明 縮尺（様式） 備考 正本 副本 根拠法令

　
市細則（第１２
号様式）

○ ○ 市細則第１０条

　 1/10,000以上 ○ × 同上

・土地の地形、道路、排水施設等と建
築物等との関係を明示すること。

1/3,000以上 ○ × 同上

・建築物の用途を明示すること。 1/200以上 ○ ○ 同上

許 可 書 の 写 し ・開発許可書、変更許可書の写し等 ○ ○ 同上

そ の 他 の 図 書 （例示）建築物立面図 (1/200以上) ○ ○ 同上

図書の名称

そ
の
他
市
長
が

必
要
と

認
め
る
図
書

廃 止 の 理 由 書

現 況 図

工事関係施設等の構造図

廃止に伴う防災工事等の
設計説明書及び設計図

現 況 写 真

図書の名称

特 例 許 可 申 請 書

附 近 見 取 図

現 況 平 面 図

建 築 物 の 平 面 図

開発行為に関する工事の
廃 止 の 届 出 書
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（６）都市計画法第４２条の開発許可を受けた土地における建築等の許可申請 
説明 縮尺（様式） 備考 正本 副本 根拠法令

　
市細則（第13号
様式）

○ ○ 市細則第1１条第１項

　 1/10,000以上 ○ × 同上

・土地の地形、道路、排水施設等と建
築物等との関係を明示すること。

1/3,000以上 ○ × 同上

・建築物の用途を明示すること。 1/200以上 ○ ○ 同上

・特定工作物の用途を明示すること。 1/1,000以上 ○ ○ 同上

理 由 書 　 　 ○ × 同上

許 可 書 の 写 し 開発許可書、変更許可書の写し等 ○ × 同上

そ の 他 の 図 書 （例示）建築物立面図 (1/200以上) ○ × 同上

（７）都市計画法第４５条の許可に基づく権利譲渡の地位承継承認申請 
説明 縮尺（様式） 備考 正本 副本 根拠法令

　
市細則（第１6
号様式）

○ ○ 市細則第１３条

土地の売買契約書、土地の全部事項
証明書等

○ × 同上

○ ×

○ ×

○ ×

　 ○ × 　

　 　 ○ × 　

承継を承認するか否かの判断の基準
は、主として、申請者が適法に当該開
発区域内の土地の所有権その他開
発行為に関する工事を施行する権原
を取得しているかどうか、当初の許可
どおりの開発行為を行うために必要
な資力及び信用があるかどうかによ
る。

法第３３条第１項第１２号に
規定する申請者の資力及び
信 用 に 関 す る 書 類

法第３３条第１項第１４号に
規定する相当数の同意を得
た こ と を 証 す る 書 類

法第３２条に規定する公共
施設管理者の同意を得たこ
とを証する書面及び協議の
経 過 を 示 す 書 面

図書の名称

許 可 申 請 書

附 近 見 取 図

現 況 平 面 図

建 築 物 の 平 面 図

特 定 工 作 物 の 平 面 図

理 由 書

そ
の
他
市
長
が
必
要

と
認
め
る
図
書

図書の名称

地 位 承 継 承 認 申 請 書

開発行為に関する権原を
取得したことを証する書類

規則第１６条第５項に規定
す る 資 金 計 画 書
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（８）盛土規制法に関する定期報告

　

説明 縮尺（様式） 備考 正本 副本 根拠法令

参考様式８(細
則第12号様
式)

許可日から
３カ月ごと

○ × 法第19 条第１項

報告の時点における盛土、切土又は
土石の堆積をしている土地及びその
付近の状況を明らかにするもの

　 ○ × 　

進捗が確認できるもの ○ ×

押印又は自署
代理人が申請手続
を行う場合

○ ×

○ ×

（９）盛土規制法に関する中間検査申請

　

説明 縮尺（様式） 備考 正本 副本 根拠法令

参考様式９(省
令様式第十三)

特定工程完了から
４ 日以内

○ ×
省令第46条、省令第
76条

　 ○ × 　

検査の対象となる特定工程に係る工
事の内容を明示

○ ×

押印又は自署
代理人が手続を行う
場合

○ ×

○ ×
そ の 他 市 長 が 必 要 と
認 め る 書 類

定 期 報 告 書

申 請 地 及 び そ
の 周 辺 の 写 真

図 面 ・ 工 程 表 等

委 任 状

図書の名称

委 任 状

図書の名称

中 間 検 査
申 請 書

許 可 証 等 の 写 し

平 面 図

そ の 他 市 長 が 必 要 と
認 め る 書 類
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《市街化調整区域内の旧既存宅地制度による“既存宅地要件(線引き前からの宅地)”がある土地において、建築基準法の確認済

証の交付を受けようとする者は、法第４３条第１項の規定による許可又は規定に適合する証明書の交付を受けてください。》 

法 第 ４ ３ 条 ・ 規 則 第 ６ ０ 条 申 請 に 必 要 な 添 付 書 類 等 
・ 申請書は「正」「副」を各１部（計２部）提出して下さい。提出時に手数料の納付が必要です。 
・ 下表の○(必須)、△(必要に応じて)を添付すること。（詳細は申請事案毎に充分確認して下さい） 
・ 全部事項証明書（土地）、その他の証明書等は概ね３ヶ月以内のものとし、「正」には原本を添付すること。 
・ 既存宅地要件以外の場合は、③～⑦に代わり、【資料 1-6】法第３４条各号に関する申請に必要な図書を参照し添付すること。 

チ

ェ

ッ

ク 

添 
付 
順 

図書の名称 
□法第 
４３条 

(建築許可) 
※１ 

□規則第 
６０条 

(適合証明) 
 

備  考 

□ ① 交 付 申 請 書 ○ ○ 本書にチェック☑をつけて申請書の次ページに添付すること 

□ ② 線

引

き

前

か

ら

の

宅

地

を

証

す

る

書

面 

全 部 事 項 証 明 書 （ 土 地 ） 
（ 法 務 局 発 行 の 原 本 ） ○ ○ 各務原市の線引き(昭和４６年３月３１日)以前から登記地目“宅地”が登記日で

確認できること(事前審査済土地(丸子・大牧・北島・船山団地等)は除く) 

□ ③ 閉 鎖 謄 本 ・ 土 地 台 帳 
（ 法 務 局 発 行 の 原 本 ） △ △ ②で確認できない場合に添付 

□ ④ 既 存 宅 地 確 認 書 の 写 し 
（ 岐 阜 県 発 行 ） △ △ 

②③で確認

できない場

合に添付 

平成１３年５月１７日までに取得してある場合に添付 
(再取得不可) 

□ ⑤ 現 況 地 目 証 明 書 
（ 市 資 産 税 課 発 行 の 原 本 ） △ △ ②③で、登記地目“宅地”でない場合に添付 

(既存宅地確認書の写しがあれば不要) 
 
⑥⑦のみの場合は、現況：宅地課税が前提のため、 
□固定資産課税証明書（土地）を併せて添付すること。 
□線引き前の航空写真(国土地理院発行)を求める場合あり。 
(協議の結果、敷地の全体または一部を認められない場合あり) 

□ ⑥ 
固定資産課税証明書（家屋） 
又 は 滅 失 家 屋 証 明 書 
（ 市 資 産 税 課 発 行 の 原 本 ） 

△ △ 

□ ⑦ 
昭和４６年３月３１日以前の農地

転 用 許 可 証 の 写 し 
（ 市 農 業 委 員 会 発 行 ） 

△ △ 
□ ⑧ 位 置 図 ○ ○ 周囲の建物連たん状況が分かるものとする 

方位、申請地境界(赤枠)を明示 
住宅地図(最新版)の写し等で⑧⑨を兼ねることも可 □ ⑨ 区 域 図 ○ ○ 

□ ⑩ 土 地 の 公 図 の 写 し 
（ 法 務 局 発 行 の 原 本 ） ○ ○ 申請地境界(赤枠)を明示 

□ ⑪ 土 地 の 求 積 図 ○ ○  

□ ⑫ 土 地 の 現 況 図 ○ ○ 
方位、申請地境界(赤枠)、建築物(用途)、構造物(仕様)、現況レベル、接する道

路・水路(名称(道路法・建築基準法)・幅員)、⑬の現況写真の撮影方向等を明示 
法第４３条は、地目(隣地)、下水(本管・引込)、接する水路(仕様・流水方向)も

明示 

□ ⑬ 現 況 写 真 ○ ○ 
原則として４方向(東西南北)以上から撮影したものとする 
申請地境界(赤枠)を明示 
規則第６０条は、建物が滅失している場合に滅失家屋証明書等を添付(※２) 

□ ⑭ 土 地 利 用 計 画 図 ○ ○ 
上記⑫(現況写真の撮影方向除く)のほか造成計画平面図を兼ねて、計画する建築

物(用途)及び排水施設・土留め(仕様)、計画レベル、宅盤の流水方向 等を明示 
現況地盤面より切土・盛土厚が３０ｃｍ以下であることを明示(３０ｃｍ超とな

る場合は法第２９条の開発許可申請となる) 

□ ⑮ 造 成 計 画 断 面 図 ○ — 
縦横２面以上とする 

建築物及び排水施設、土留め等の配置、現況レベル、計画レベルを明示 
現況地盤面より切土・盛土厚が３０ｃｍ以下であることを明示 

□ ⑯ 排 水 施 設 の 断 面 詳 細 図 ○ — 【宅内排水施設標準構造図】を参照 

□ ⑰ 土 留 め の 断 面 詳 細 図 ○ — 【技術基準(造成・区画明示・擁壁等)の概要】を参照 

□ ⑱ 建 築 物 の 各 階 平 面 図 ○ ○ 建築面積・延べ床面積の算定根拠を添付すること 

規則第６０条は、新旧延べ床面積が 1.5 倍以下の検定を行うこと 

□ ⑲ 建 築 物 の 立 面 図 ○ ○ 最高高さを明示 

□ ⑳ 既存建築物の用途が確認できる書類 △ ○ 建物登記簿謄本等 
法第４３条は、専用住宅以外の既存建築物がある場合に添付 

□ ㉑ 公共汚水ます(取付管)等設置申請書 △ — 下水引込新設の場合に添付(下水道課の受付印必要) 

□ ㉒ 各 種 許 可 ・ 証 明 書 等 の 写 し △ △ 直近の適合証明書がある場合等に写しを添付 

□ ㉓ そ の 他 ○ ○ 各務原市が必要と認める書面 
※１：造成工事(排水施設や土留め等)の完成写真と引換えに許可書を交付します。【43 条手続きフロー・工事写真例】を参照 

※２：既存建築物が滅失している場合は、滅失日が概ね申請日より１年以内であるものに限り既存建築物が残存とみなします。 
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《建築基準法の確認済証の交付を受けようとする者は、法第２９条第１項の規定に適合する証明書の交付を受けてください。》 
 

１． 法第２９条第１項第１号：市街化区域内の 1,000 ㎡以上の敷地における建築行為で開発許可を要しないもの※ 
※1,000 ㎡以上の開発行為(区画形質の変更)がないもの 

・区画…公共施設(道路・水路等)の改廃 ・形…30 ㎝超の切土又は盛土 ・質…宅地以外を宅地化 等 

２． 〃 第２号：市街化調整区域内における建築行為で農・林・漁業に必要なもの又はこれらの業務に従事する者

が居住するためのもの（農業用倉庫・農家用住宅等） 
※農家用住宅の新築の場合は持家がないことが前提 

３． 〃 第３号：市街化区域内の 1,000 ㎡以上の敷地又は市街化調整区域内における建築行為で公益上必要なもの 
４． 上記１～３以外：事前に相談のうえ必要な添付書類について確認してください。 
※地区計画区域内の場合は、届出と同時申請してください。 

規則第６０条の適合証明書交付申請に必要な添付書類等 
・申請書は「正」を１部、「副」を１部（計２部）提出して下さい。提出時に手数料の納付が必要です。 
・下表の○(必須)、△(必要に応じて)を添付して下さい。（詳細は申請事案毎に充分確認して下さい） 
・全部事項証明書（土地）その他の証明書等は概ね３ヶ月以内のものとし、「正」には原本を添付して下さい。 

チ

ェ

ッ

ク 

添 
付 
順 

該 当 条 文 
図書の名称 

□ 
上記の 
「１」 

□ 
上記の 
「２」 

□ 
上記の 
「３」 

□ 
上記の 
「４」 

備 考 

□ ① 交 付 申 請 書 ○ ○ ○ ○ 本書にチェック☑をつけて申請書の次ページに添付すること 

□ ② 事 業 計 画 説 明 書 ○ ○ ○ ○ 事業概要、各建築物の概要、適用除外となる説明等を具体的に記載 

□ ③ 全部事項証明書（土地） 
（ 法 務 局 発 行 の 原 本 ） ○ ○ ○ ○  

□ ④ 位 置 図 ○ ○ ○ ○ 方位、申請地(境界赤枠)を明示 
住宅地図(最新版)の写し等で④⑤を兼ねることも可 

□ ⑤ 区 域 図 ○ ○ ○ ○ 

□ ⑥ 土 地 の 公 図 の 写 し 
（ 法 務 局 発 行 の 原 本 ） ○ ○ ○ ○ 申請地(境界赤枠)を明示 

□ ⑦ 土 地 の 求 積 図 ○ ○ ○ ○  

□ ⑧ 土 地 の 現 況 図 ○ ○ ○ ○ 
方位、申請地境界(赤枠)、建築物(用途)、構造物(仕様)、現況レベル、接する道

路・水路(名称(道路法・建築基準法)・幅員)等を明示 

□ ⑨ 土 地 利 用 計 画 図 ○ ○ ○ ○ 

上記のほか、計画する建築物(用途)及び排水施設・土留め(仕様)、計画レベル

等を明示 
現況地盤面より切土・盛土３０ｃｍ以下であることを明示(１のうち３０ｃｍ

超となる範囲がある場合は濃淡をつけて切土：茶、盛土：緑に着色し、面積(算

定根拠含む)を明示) 

□ ⑩ 土 地 利 用 断 面 図 ○ － △ ○ 

縦横２面以上とする 

建築物及び排水施設、土留め等の配置、現況レベル、計画レベルを明示 
現況地盤面より切土・盛土厚が３０ｃｍ以下であることを明示(１のうち３０

ｃｍ超となる範囲がある場合は濃淡をつけて切土：茶、盛土：緑に着色する) 

□ ⑪ 建 築 物 の 各 階 平 面 図 ○ ○ ○ ○ 
建築面積・延べ床面積の算定根拠を添付すること 

2 のうち農業用倉庫の場合は配置計画を詳細に記載 

□ ⑫ 建 築 物 の 立 面 図 ○ ○ ○ ○ 最高高さを明示 

□ ⑬ 緑 化 計 画 回 答 書 の 写 し 
（ 市 河 川 公 園 課 発 行 ） △ △ △ △ 

市河川公園課に要否を確認 

緑化計画図面も添付 

□ ⑭ 農 地 転 用 許 可 証 の 写 し 
（ 市 農 業 委 員 会 発 行 ） － △ △ － 現在の登記地目が“農地”の場合に添付(※１) 

□ ⑮ 農 業 従 事 者 証 明 書 
（ 市 農 業 委 員 会 発 行 ） － ○ － － 林業・漁業を含む 

□ ⑯ ３年以上宅地課税され完納し

て い る こ と を 証 す る 書 類 △ － － △ 
現在の登記地目が“宅地”以外の場合に添付 

 (直近３年分の固定資産課税証明書(土地)等) 

□ ⑰ 各種許可・証明書等の写し △ △ △ △ 直近の適合証明書がある場合等に写しを添付 

□ ⑱ そ の 他 ○ ○ ○ ○ 各務原市が必要と認める書面 

※１：農地法第４条第１項第８号に該当する場合（敷地面積２００㎡未満の農地転用）を除く。 

ただし、敷地の一部申請となる場合は、境界杭等を設置し写真を提出すること(土地利用計画図に設置の旨も明示)。 


